
第１回宮島の歴史編さん委員会 次第

日時：令和８年１月８日（木）午前 10 時 30 分

場所：etto 宮島交流館１階集会室

１ 開 会

教育長あいさつ

２ 委員紹介

３ 委員長及び副委員長選出

４ 議事

「宮島の歴史」編さん基本方針について 資料１・２

５ 閉会

資料１ 「宮島の歴史」編さん基本方針

資料２ 「宮島の歴史」刊行計画（案）

資料３ 宮島の歴史編さん委員会設置要綱

資料４ 宮島の歴史編さん委員会委員名簿





資料１
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「宮島の歴史」編さん基本方針

令和７年９月策定

廿日市市教育委員会

１ 趣旨

近年、遺跡の発掘や新たな歴史資料の発見がなされ、それらを取り入れた歴史研究の

成果が積み重ねられている一方で、時代の変遷によって郷土のかけがえのない貴重な資

料が急速に失われつつあり、対応が急がれる。また、歴史や伝統文化を活かしたまちづ

くりは、地域の魅力の増大や、観光振興など地域経済の活性化に寄与するものでもある。

さらには、地域の歴史はそこに暮らす住民のアイデンティティの核となるものであり、

自分たちがどのような土地で人生を送っているのかを知り、郷土愛を育むためにも、地

域の歴史を明らかにし、まとめることが求められる。

そうした中で宮島は、世界文化遺産に登録された厳島神社を中心として多くの国宝・

重要文化財、史跡が存在し、全島が特別史跡・特別名勝に指定された自然・文化・歴史

の豊かな地域であり、こうした求めに応じる必然性は極めて高いと言える。

昭和55(1980)年、宮島町は、この自然・文化・歴史を後世につなぐため、資料編10巻、

特論編５巻、通史編２巻の合計17巻を刊行する宮島町史編さん事業に着手し、平成４

(1992)年に『資料編・地誌紀行Ⅰ近世地誌』、平成６(1994)年に『資料編・石造物』、そし

て平成９(1997)年に『特論編・建築』を刊行したが、これを最後に、編さん事業は休止

された。

その後、平成17(2005)年に宮島町は廿日市市へ編入合併されたが、合併前の旧市町村

のうち、令和７(2025)年時点において、宮島町の自治体史だけが完結していない状態に

ある。

宮島１００年の大計として令和２(2020)年３月に策定された「宮島まちづくり基本構

想（以下「基本構想」という。）」には、こうした現状を踏まえ、宮島町史編さんに取り

組むこととされている。また、基本構想第２章第２節「まちづくりを進めるための理念」

には、「これからのまちづくりを進めていくためには、宮島の価値を明確にしていかなけ

ればなりません。それには、守り伝えてきた『自然』、築きあげてきた『文化』、積み重

ねてきた『歴史』といった宮島の普遍的な価値を見つめなおし明らかにすることが必要

です。そして、この価値を守り後世に継承していくことこそが宮島の『あるべき姿』と

言えます。」とある。

市は、この基本方針を策定するにあたり、この普遍的な価値を、「世界遺産としてその

『自然』『文化』『歴史』の重要性が認められ、国内外に発信されるべき、そして今後と

も人類に伝えていくべき価値」と定義し、歴史編さんを通じてその価値を明らかにする

ため、「宮島の歴史」を編さんすることとした。

また、宮島の歴史編さん事業の推進は、将来的な新廿日市市史の編さんにもつながる

ものである。
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２ 経緯

これまでに編さんされた町・村史(誌)は次のとおりである。

３ 目的

(1) 宮島町史で着手できなかった宮島の通史を編さん・刊行する。

(2) 宮島の歴史・文化を明らかにする事業を通じて市民の地域への理解と愛着を深め、

地域的連帯感を醸成し、ふるさと意識・市民意識の高揚と市民生活・文化の向上を図

り、未来を展望する。

(3) 宮島に多く存在する文化遺産や宮島に関する歴史資料を調査し、新資料・史実の発

掘・発見に努め、体系的な整理・記録・保存を行い、市民共有の財産として後世に継

承する。

(4) 宮島の歴史・文化の全国への発信を図る。

(5) 今後の学校教育、社会教育、地域づくり、まちづくりのための基礎資料とする。

(6) 編さん過程で収集した資料等について、散逸の防止に向け、適正な整理・保存の方

法を検討するとともに、広く市民に公開し、まちづくり、生涯学習及び学校教育等で

の活用に努める。

(7) 今後の資料の保存・追加及び散逸防止を考慮し、資料のデジタル化を図る。

４ 基本姿勢

(1) 基本的人権の尊重の理念のもとに編さんする。

(2) 「宮島町史編さんの意義」に記された「単に宮島の歴史とは考えず、広く宮島と関

わりをもった人の歴史と考える必要がある」を継承する。宮島は広島湾沿岸地域との

関わりの中で発展してきた歴史を有することを踏まえ、編さん作業においては、廿日

市市全域のほか、周辺地域の資料収集、調査、研究を含めて進める。

(3) 平易な文体を用いて記述し、写真や図表を用いて理解しやすい表現とする。

(4) 時代のニーズに合わせ、印刷媒体以外にも保存や利用しやすさを考慮して電子媒体

を活用し、幅広い年代の方に受け入れられるものとする。

(5) これまでに収集した資料及び編さん過程で収集した歴史資料、行政文書を次世代へ

継承するため計画的な整理・保存・公開に努め、今後の調査研究や、市民活動、まち

刊行時期 構 成

廿日市町史 昭和50年～昭和63年 資料編 １巻～５巻 通史編 上下巻

佐 伯 町 誌 昭和56年～昭和61年 資料編 １・２巻 本編 １巻

吉 和 村 誌 昭和60年～昭和61年 第１集・第２集

大 野 町 誌 昭和37年・平成４年 第１版・第２版

宮 島 町 史 平成４年～平成９年

資料編 地誌紀行Ⅰ近世地誌・石造物

特論編 建築

※全17巻計画(資料編10巻、特論編５巻、通史編２巻)
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宮島の歴史編さん委員会

宮島の歴史編集委員会

宮島の歴史編さん専門部会

先史･古代･中世部会 近世部会 近現代部会

づくりなど広く市民等の利用に供する。

(6) 記述内容は、偏りがないよう資料に基づく史実に立脚した公正・中立的なものとす

る。

５ 組織

「宮島の歴史」の編さんに当たり、宮島の歴史編さん委員会、宮島の歴史編集委員会、

宮島の歴史編さん専門部会及び宮島の歴史編さん準備室を置く。

(1) 宮島の歴史編さん委員会

構成員：学識経験者、研究者、関係行政機関又は教育機関、地域団体、市民代表等

役 割：「宮島の歴史」編さんにおける基本方針や編集方針、その他編さんに必要な

事項について調査・審議し、決定する。

(2) 宮島の歴史編集委員会

構成員：専門部会に置く部会長及び副部会長

役 割：編さん委員会での決定を基に、「宮島の歴史」全体の編集を中心となって行

うとともに、必要な資料の調査・整理及びその総括を行う。また、専門部

会からの執筆原稿を総合的見地から整理、調整、編集し、刊行につなげる。

(3) 宮島の歴史編さん専門部会

部会名：先史・古代・中世部会、近世部会、近現代部会

構成員：大学教員、学芸員、研究者等

役 割：時代・専門分野ごとに具体的な内容の調整を図り、編さんに必要な資料調

査、研究及び執筆等を行う。

(4) 宮島の歴史編さん準備室

宮島の歴史編さん準備室は、次の業務を行う。

ア 「宮島の歴史」編さん上、必要な事務

イ 先史・古代・中世、近世、近現代資料の調査・解読作業

ウ 執筆者の求めに応じた資料収集

エ 「宮島の歴史」編さんが市民とともに進められるような企画（講演会開催、編さ

ん経過報告等）の立案及び実施

オ 「宮島の歴史」編さん事業の推進において設置する編さん委員会他の運営

これらの業務を実施するため、宮島の歴史編さん準備室に専門的能力を持つ職員

を配置する。編さん状況に応じて作業の一部をその能力を有する外部に委託するこ

とも検討する。
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６ 調査・執筆

(1) 調査

調査は、国内のみならず海外に所在するものを含め、宮島とその周辺地域に関係す

る歴史資料を対象に幅広く実施する。

(2) 執筆

執筆は、平易で親しみやすい文体とし、図表等を用いた分かりやすい表現とする。

さらに、調査・分析の成果を論理的に整理し、将来にわたって地域の歴史を十分に検

証できるよう記述する。

７ 事業概要

(1) 名称

「宮島の歴史」編さん事業

(2) 刊行の形態

ＩＣＴを活用し、歴史資料をＷＥＢ上で公開することや電子書籍の配信なども検討

する。

また、通史編・資料編を含め、デジタル版等の刊行も検討する。

(3) 期間

令和７年度を準備期間とし、令和８年度から令和17年度までの10年間を基本とする。

ただし、編さん過程における調査・研究の進捗状況等諸事情によって、編さん委員

会により変更することがある。

(4) 刊行の構成

ア 通史編

先史から現代までを取り扱った通史編を刊行する。

イ 資料編

通史編執筆の前提であり、その叙述の根拠となる資料編を通史編に先立って刊行

する。現時点で得られる歴史資料をできるだけ網羅的に収集し、その資料を活字化

して歴史の検証を可能にし、後世へ歴史資料を引き継ぐ。

ウ その他

市民の理解を得るため、必要に応じてその他の刊行物を検討する。

(5) 刊行計画

「宮島の歴史」刊行計画は、別途、編さん委員会において策定する。

８ 周知・啓発

宮島の文化や歴史に触れる機会を創出する上で、刊行物に対する周知・啓発は必要不

可欠であり、多様な媒体を活用するなどして、編さん過程の段階から継続した周知・啓

発活動を展開する。



資料２

「宮島の歴史」刊行計画（案）

令和８年１月

１ 構成

(1) 通史編（全３巻）

先史・古代・中世、近世、近現代 各１巻

(2) 資料編（全３巻）

先史・古代・中世、近世、近現代 各１巻

(3) その他

市民をはじめ、広く周知し、協力していただくため、その他の刊行物を検討す

る。

２ 刊行物の体裁

通史編 Ａ５判 縦 １段組 １巻あたり500ページ程度

資料編 Ａ５判 縦 ２段組 １巻あたり500ページ程度

３ 刊行計画

令和11年度 資料編（先史・古代・中世）

令和12年度 資料編（近世）

令和13年度 資料編（近現代）

令和15年度 通史編（先史・古代・中世）

令和16年度 通史編（近世）

令和17年度 通史編（近現代）

※ 刊行計画については、資料調査、研究の進捗状況等を勘案し、必要に応じて

適宜見直すものとする。

４ その他

通史編では取り扱わない事項について、テーマ別に手に取りやすいブックレッ

ト形態（100ページ程度の小冊子）で刊行する。

(1) 刊行物の体裁

Ａ５判 縦・横 ソフトカバー 100ページ程度

(2) 刊行計画

令和10年度





資料３

廿日市市宮島の歴史編さん委員会設置要綱

（設置）

第１条 宮島の歴史を編さんするため、宮島の歴史編さん委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 宮島の歴史の編さんの基本方針に関すること。

(2) 宮島の歴史の編集及び刊行に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、宮島の歴史編さんに必要な事項に関す

ること。

（組織）

第３条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、廿日市市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体に属する者

(3) 教育部担当副市長

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から宮島の歴史編さん事業が完

了するまでの期間とする。

２ 公職の地位にあることにより委嘱又は任命された委員は、前項の規定

にかかわらず、その地位を失ったときに委員の資格を失う。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によって

これを定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたと

きは、その職務を代理する。



（会議）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委

員長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

（編集委員会）

第７条 委員会に、第２条の所掌事務を円滑に行うため、宮島の歴史編集

委員会（以下「編集委員会」という。）を置く。

２ 編集委員会は、編集委員 10 人以内をもって組織する。

３ 編集委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任

命する。

(1) 第３条第２項第１号に規定する者

(2) その他委員長及び編集委員会が必要と認める者

４ 第４条の規定は、編集委員の任期について準用する。

５ 第５条及び第６条の規定は、編集委員会について準用する。この場合

において、第５条及び第６条中「委員会」とあるのは「編集委員会」と、

「委員長」とあるのは「編集委員会委員長」と、「副委員長」とあるの

は「編集委員会副委員長」と、「委員」とあるのは「編集委員」と読み

替えるものとする。

（専門部会）

第８条 編集委員会に、宮島の歴史編さんに関する調査、執筆等を効率的

に行うため、宮島の歴史編さん専門部会（以下「専門部会」という。）

を置く。

２ 専門部会は、編集委員会委員長が指名する者（以下「専門部会員」と

いう。）をもって組織する。

３ 専門部会員は、編集委員及び宮島の歴史編さんに関し専門的な知識を

有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

４ 第４条の規定は、専門部会員の任期について準用する。



５ 専門部会に部会長及副部会長を置き、編集委員会委員長が指名する

（庶務）

第９条 委員会、編集委員会及び専門部会の庶務は、宮島の歴史編さん準

備室において処理する。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。

附 則

１ この要綱は、令和７年 10 月 1 日から施行する。

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、教育委員

会が招集する。





№ 氏名 所属・職 備考

1 秋山　伸隆 県立広島大学名誉教授 専門部会長

2 中山　富廣 広島大学名誉教授 専門部会長

3 勝部　眞人 広島大学名誉教授 専門部会長

4 正木　文雄 宮島地域コミュニティ推進協議会会長

5 中村　靖富満 一般社団法人宮島観光協会会長

6 松本　　誠 宮島町商工会会長

7 村上　雅信 廿日市市副市長

（事務局）

№ 氏名 所属等 備考

1 畑板　純子 教育部長

2 森井　治子 宮島の歴史編さん準備室長

3 順田　洋一 宮島の歴史編さん準備室

4 齋藤　拓海 宮島の歴史編さん準備室

宮島の歴史編さん委員会名簿

資料４


